
一
頁

政
令
第

号

警
察
庁
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政

令
を
制
定
す
る
。

警
察
庁
組
織
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
政
策
立
案
総
括
審
議
官
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
政
策
評
価
審
議
官
」
を
「
政
策
立
案
総

括
審
議
官
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
政
策
評
価
審
議
官
」
を
「
政
策
立
案
総
括
審
議
官
」
に
、
「
政
策
の
評
価
」
を
「
合

理
的
な
根
拠
に
基
づ
く
政
策
立
案
の
推
進
」
に
、
「
立
案
」
を
「
立
案
並
び
に
調
整
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
六
人
」
を
「
七
人
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
六
人
」
を
「
五
人
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
十
一
号
中
「
（
情
報
技
術
犯
罪
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
十
七
条
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律



二
頁

第
八
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
九
条
中
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
五
号
と
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
三
条
第
一
項
の
審
議
官
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
つ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
一
人
は

、
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



三
頁

理

由

警
察
事
務
の
実
情
に
鑑
み
、
警
察
庁
長
官
官
房
に
政
策
立
案
総
括
審
議
官
一
人
を
置
く
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


